
平成１６年(ワ)第５７１３号　不正競争行為差止等請求事件（以下「第１事件」と
いう。）
平成１６年(ワ)第７６６１号　損害賠償請求事件（以下「第２事件」という。）
口頭弁論終結日　平成１６年９月１４日
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　第１事件原告（第２事件被告）　　　大阪ガスケミカル株式会社
　　第１事件被告（第２事件原告）      アイ・ビー・アール株式会社
　　第２事件被告　　　　　　          Ｐ１
　　第２事件被告　　　　　　　　　　　Ｐ２
　　第２事件被告　　　　　　　　　　　Ｐ３
　　第１事件原告（第２事件被告）、第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、同Ｐ３訴訟代理
人弁護士
　               　　　　　 　　　　　岩坪哲
　　同　                  　　　　　　井上裕史
　　同　　　　　　                    田上洋平
    第１事件原告（第２事件被告）、第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、同Ｐ３補佐人弁
理士　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小谷悦司
　　同　　　　　　　　　　　　　　　　川瀬幹夫
　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
１　第１事件被告（第２事件原告）は、第１事件原告（第２事件被告）が製造する
シロアリ防除剤「スーパーシロアリ退治」の譲渡、引渡し、譲渡若しくは引渡しの
ための展示、並びに広告が、第１事件被告（第２事件原告）の登録商標第４１２６
２８２号の商標権を侵害するとの事実を告知、流布してはならない。
２　第１事件被告（第２事件原告）は、第１事件原告（第２事件被告）に対し、３
２０万７３００円及びこれに対する平成１６年５月２６日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
３　第１事件原告（第２事件被告）のその余の請求を棄却する。
４　第１事件被告（第２事件原告）の請求をいずれも棄却する。
５　訴訟費用は、第１事件及び第２事件を通じてこれを１０分し、その１を第１事
件原告（第２事件被告）の負担とし、その余を第１事件被告（第２事件原告）の負
担とする。
６　この判決は、第１、第２項に限り、仮に執行することができる。
　                      事　　　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
（第１事件）
  １　請求の趣旨
    (1)　主文第１項同旨
    (2)　第１事件被告（第２事件原告）は、第１事件原告（第２事件被告）に対
し、１７００万円及びこれに対する平成１６年５月２６日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
    (3)　訴訟費用は第１事件被告（第２事件原告）の負担とする。
    (4)　仮執行宣言
  ２　請求の趣旨に対する答弁
    (1)　第１事件原告（第２事件被告）の請求をいずれも棄却する。
    (2)　訴訟費用は第１事件原告（第２事件被告）の負担とする。
（第２事件）
  １　請求の趣旨
    (1)　第１事件原告（第２事件被告）、第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、同Ｐ３は、
第１事件被告（第２事件原告）に対し、連帯して２億２８１２万５０００円、及び
うち４０６２万５０００円に対する平成１１年５月１日から、うち３７５０万円に
対する平成１２年５月１日から、うち３７５０万円に対する平成１３年５月１日か
ら、うち３７５０万円に対する平成１４年５月１日から、うち３７５０万円に対す
る平成１５年５月１日から、うち３７５０万円に対する平成１６年５月１日から各
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (2)　訴訟費用は第１事件原告（第２事件被告）、第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、
同Ｐ３の負担とする。
    (3)　仮執行宣言



  ２　請求の趣旨に対する答弁
    (1)　主文第４項同旨
    (2)　訴訟費用は第１事件被告（第２事件原告）の負担とする。
第２　当事者の主張
（第１事件）
  １　請求原因
    (1)　商標権
        第１事件被告（第２事件原告。以下、単に「被告」という。）は、次の商
標権（以下「被告商標権」といい、その登録商標を「被告登録商標」という。）を
有する。
        登録番号　　　第４１２６２８２号
        出願年月日    平成８年４月２６日
        出願番号　　　商願平８－４６７４７
        登録年月日　　平成１０年３月２０日
        商品の区分　　第５類
        指定商品      薬剤
        登録商標      別紙被告登録商標目録記載のとおり
    (2)　標章の使用
        第１事件原告（第２事件被告。以下、単に「原告」という。）は、平成９
年４月以降、別紙原告標章目録記載の標章（以下「原告標章」という。）を付した
シロアリ防除剤「スーパーシロアリ退治」（以下「原告製品」という。）を製造
し、販売し又はその販売の申出をしている。
    (3)　被告登録商標の構成等
      ア　被告登録商標の構成は、次のとおりである。
        (ア)　全体の構成
            全体的に、困ったシロアリが、円環とその内側に配された斜線を有す
る図形（以下、円環とその内側に配された右肩上がり又は左肩上がりの斜線を有す
る図形を「禁止標識図」という。）をはみ出し、活発にばたばたと暴れ、標識から
逃れ出ようとする印象を与え、この点において自他識別機能を有する。
        (イ)　具体的表現
          ａ　虫の顔
            ⅰ　全体に丸顔である。
            ⅱ　目が「大きい黒目」で、これに八の字眉毛が配され、汗をかいて
いることと合わせて、いかにも困った表情である。
            ⅲ　触覚は、ぴんとはね、はっきりと横線が入っている。
            ⅳ　牙が長くて太い。
            ⅴ　禁止標識図の枠からはみ出て動的な印象を与える。
          ｂ　虫の手足
            ⅰ　６本と思しき手足（又は足）は、いずれも極めて細長く、シャー
プにかつ湾曲して描かれ、裸足であることと合わせ、精悍な印象を生じている。
            ⅱ　足のうち２本が禁止標識図をはみ出し、特に向かって右側の足の
足先に描かれた２本の曲線の印からして、ばたばたと盛んに暴れている様子がうか
がわれる。
            ⅲ　６本と思しき手足（又は足）は、禁止標識図との関係で、前方に
はみ出る足、後方に隠れる足があるように描かれている。
          ｃ　虫の胴体
              虫の胴体はひょうたん型で、腹側に４本の横線が曲線的に間隔を広
く描かれており、立体感があり、動的な印象を生じている。
      イ　ところで、禁止標識図は、例えば駐車禁止、使用禁止等のいわゆる「禁
止標識」を観念させるものとして慣用された図形である。
          被告登録商標と同様に禁止標識図に複数本の足を有する擬人化された虫
状の図形を重ね合わせた外観を有する商標は、被告登録商標に先行して出願され登
録されている。また、禁止標識図に蝿、蚊、百足などの虫類、烏などの鳥類、鼠や
猫などの動物類を組み合わせた表示は、それらの虫類、鳥類、動物類を駆除したり
忌避する薬剤、装置等に、その用途、効能を知らしめる表示として、一般に広く付
されている。
          そうであるとすると、虫の図形を禁止標識図と組み合わせた標章は、当
該商品が虫類を駆除したり忌避する用途、効能を有する薬剤、装置等であることを



需要者に知らしめる表示として慣用されており、虫の図形を禁止標識図と組み合わ
せるだけでは、自他識別機能を生じない。
          したがって、被告商標権は、商標法３条１項３号又は５号の規定に違反
して登録されたという無効理由（同法４６条１項１号）を有する。被告商標権は、
同法４７条の除斥期間が平成１５年３月２０日の経過をもって徒過しているが、客
観的にみて上記の無効理由の存在が認められる被告商標権に基づく権利行使は、権
利の濫用として許されない。また、虫の図形と禁止標識図という構成要素のみを被
告登録商標と共通にする標識の使用は、指定商品（薬剤）の効能、用途を普通に用
いられる方法で表示するにすぎないから、同法２６条１項２号により被告商標権の
効力は及ばない。
      ウ　仮に被告商標権の権利行使が可能であるとしても、被告登録商標の類似
範囲は、具体的な外観、形状に限定されなければならず、具体的には、虫の図形の
頭部、胴部、足部にそれぞれ描かれている描画要素、すなわち触角、眉毛、目、
口、牙からなる顔（頭部）の表情が類似している範囲、又は胴部や足部を加えた虫
部全体が表現する「もがき困った表情」を有する範囲に限定される。
    (4)　原告標章の構成等
      ア　原告標章の構成は、次のとおりである。
        ①　左方の５本の縦線の上にアルファベットで「ＳＵＰＥＲ」の文字を縦
書きし、
        ②　その右側の上方に横長六角形の図形を描き、その上半分に「大阪ガス
ケミカル　木材の防蟻・防虫・防腐剤」と横書きし、同下半分に「シロアリ、クサ
レ、カビに抜群の効果」と横書きし、
        ③　その下に大きく「スーパー」と「シロアリ退治」という、黒線で囲っ
た文字を各々右端をそろえて２段に併記し、
        ④　その下に、家の図形内に刷毛で「Ｓ」の字を白抜きの塗布軌跡として
表し、家の図形内の右下に「Ｓ」の字と一部重ね合わせて、禁止標識図に擬人化し
た虫の図を重ね合わせた図形（別紙商標等説明図の原告表示に示された図形。以下
「原告表示」という。）を表し、
        ⑤　かつ家の図形の右下に、「大阪ガスケミカル株式会社」の社名を横書
きしてなるものである。
      イ　原告製品の表示のうち自他識別機能を生ずる部分は、上記構成を有する
原告標章であり、原告標章は、原告表示とその余の部分が一体不可分なものであ
る。原告表示は原告標章の一部として全体中に埋没している。
          仮に原告製品の表示のうち自他識別機能を生ずる部分が原告表示である
とすると、原告表示の構成は、次のとおりである。
        (ア)　全体の構成
            全体として、禁止標識図の中に閉じこめられた虫（シロアリ）がもは
や抵抗力を失いぐったりとして観念した弱々しい印象を与えている。
        (イ)　具体的表現
          ａ　虫の顔
            ⅰ　頭の中央部が凹んだおむすび型である。
            ⅱ　目は、目全体の約半分をまぶたが塞ぐ半眼状態で、白目が勝って
あきらめの相が読み取れる。
            ⅲ　触覚がだらりと垂れて、その横線はあるかどうか不分明である。
            ⅳ　牙は短く細い。
            ⅴ　全体として禁止標識図に寄りかかり、力のない印象を与える。
          ｂ　虫の手足
            ⅰ　６本の手足が力なくだらりとして描かれ、手足の先でかろうじて
禁止標識図の枠にしがみつく印象である。
            ⅱ　手足には、手袋、足袋のようなものが描かれている。
          ｃ　虫の胴体
              尻尾の方へ行くに従って全体に細くなる形状であり、ほとんど直線
に近い横線が、間隔狭く７本描かれ、胴体そのものが立体感に乏しく薄い印象を与
え、静的な印象を助長している。
    (5)　原告標章と被告登録商標との対比
      ア　原告製品の表示のうち自他識別機能を有するのは原告標章の部分である
ところ、原告標章は、その文字部分から「スーパーシロアリタイジ」又は「オオサ
カガスケミカルノスーパーシロアリタイジ」の称呼が生じ、原告製品はこれらの称



呼をもって取引されている。原告表示は識別力がなく、原告製品の標章の要部とは
いえず、単に看者の目を引くためのいわゆるアイキャッチャーとして機能している
にすぎない。
          前記(4)アの原告標章の構成は、原告標章だけが備えており、被告登録商
標は備えていないから、原告標章と被告登録商標は外観上、相紛れることはない。
また、被告登録商標からは特有の称呼を生じない。
          したがって、原告標章と被告登録商標が非類似であることは明白であ
る。
      イ　仮に原告製品の表示のうち自他識別機能を有する部分が原告表示である
として、原告表示と被告登録商標を対比すると、両者は、禁止標識図に擬人化した
虫を重ね合わせた図形であるという点において共通するが、原告表示と被告登録商
標は具体的な表現を異にしており、全体についてみても、被告登録商標は、前記(3)
ア(ア)のとおり、困ったシロアリが禁止標識図をはみ出し、活発にばたばたと暴
れ、標識から逃れ出ようとする印象を与えているのに対し、原告表示は、前記(4)イ
(ア)のとおり、禁止標識図の中に閉じこめられた虫（シロアリ）がもはや抵抗力を
失いぐったりとして観念した弱々しい印象を与えているから、印象を全く異にす
る。したがって、原告表示と被告登録商標は類似しない。
    (6)　告知行為等
      ア　被告は、原告に対し、平成１６年４月１４日、原告製品の販売が被告商
標権を侵害する旨の警告を口頭で行い、同月１５日ごろ、同趣旨の同日付け内容証
明郵便を送付した。また、被告は、同月１４日、原告製品が納品されているホーム
センターである株式会社Ｋ１の茨木店に来店し、商品撤去を求めた。
      イ　原告は、被告に対し、平成１６年４月１５日付け内容証明郵便をもっ
て、同月２８日までに被告登録商標との類否関係について調査、回答する旨を被告
に告げた。
          原告は、被告に対し、同月２８日、同日付け回答書を、ファックスする
とともに、内容証明郵便をもって送付し、同内容証明郵便は、同月３０日、被告に
到達した。原告は、同回答書において、被告登録商標の類似範囲は制限的に理解さ
れ、原告標章の使用は被告商標権を侵害しない旨回答するとともに、原告は徒に被
告との紛争を好むものではないとの立場を示し、直ちに問題の標章（原告標章中の
原告表示の部分）についてはマスキングをすることで対処を開始した旨を明らかに
した。
      ウ　ところが、被告は、平成１６年４月２８日以降も、原告製品が納品され
ているホームセンター等の小売店に対し、文書を送付し、原告製品の販売が被告商
標権を侵害している旨述べるとともに、原告製品の店頭からの撤去を求め、各小売
店にも損害賠償請求に及ぶ旨示唆した。このような文書が送付された小売店は、Ｋ
２（兵庫県姫路市所在）、Ｋ３（三重県安芸郡所在）、Ｋ４（兵庫県宍粟郡所
在）、Ｋ５（大阪市所在）、Ｋ６（和歌山県有田郡所在）、Ｋ７であった。
    (7)　不正競争
      ア　原告と被告は、いずれもシロアリ防除剤の製造販売を業としているか
ら、競争関係にある。
      イ　原告標章は被告登録商標に類似せず、又は原告標章に被告商標権の効力
は及ばないから、原告製品の販売は被告商標権を侵害しない。したがって、原告製
品の販売が被告商標権を侵害するということは、原告の営業上の信用を害する虚偽
の事実に該当する。
      ウ　被告が、原告製品の納品先である小売店に対して、前記(6)ウのとおり、
文書をもって、原告製品の販売が被告商標権を侵害している旨述べることは、不正
競争防止法２条１項１４号所定の不正競争に該当する。そして、被告の不正競争に
よって、原告は、営業上の利益を侵害された。
    (8)　故意過失
        被告には、不正競争を行うにつき、故意又は過失があった。
    (9)　損害
      ア(ア)　原告は、被告の不正競争によって、次のような損害を被った。
          ①　商品対策費用
              マスキング対応費用　　　　　　　　３８万０１００円
              パッケージデザイン変更費用　　　　６１万４８８０円
                                    上記合計    ９９万４９８０円
          ②　売上の減少（平成１６年５月、６月）



              １３１万２２５０円
          ③　本件の対応に要した従業員等の人件費
              ２４５万５０８６円
          ④　商標調査、弁護士、弁理士手数料
              ３１８万３０７５円
          ⑤　上記①ないし④の合計　　７９４万５３９１円
        (イ)　原告は、被告に対し、上記(ア)の損害のうち、①商品対策費用９９
万４９８０円、③本件の対応に要した従業員等の人件費２４５万５０８６円、④商
標調査、弁護士、弁理士手数料３１８万３０７５円、及び②売上の減少の内金３６
万６８５９円の合計７００万円を請求する。
      イ　原告は、被告の不正競争によって営業上の信用を毀損されたものであ
り、その損害は、金銭に換算すると１０００万円を下らない。
      ウ　前記ア(イ)、イの損害の合計は１７００万円である。
    (10)　結論
        よって、原告は、被告に対し、不正競争防止法２条１項１４号、３条１項
に基づき、原告が製造する原告製品の譲渡、引渡し、譲渡若しくは引渡しのための
展示、並びに広告が被告商標権を侵害するとの事実を告知、流布することの差止め
を求め、同法４条に基づき、不正競争による損害賠償として１７００万円及びこれ
に対する不正競争の後である平成１６年５月２６日（第１事件訴状送達の日の翌
日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  ２　請求原因に対する認否
    (1)　請求原因(1)（商標権）は認める。
    (2)　請求原因(2)（標章の使用）の事実のうち、平成９年４月以降という部分
は否認し、その余は認める。
    (3)ア　請求原因(3)（被告登録商標の構成等）は争う。
      イ　被告登録商標は、顕著性を有し、自他識別機能があり、他社からの差別
化を図って運用してきた。
          被告登録商標は、商品の効能、用途を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標ではないし、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみから
なる商標でもない。被告登録商標に用いられている擬人化した虫の部分には十分な
個性があること、禁止標識図と擬人化した虫の図を重ね合わせた標章は、禁止標識
図を用いた既存の標章のうちでも少数にとどまること、シロアリ防除剤生産者の標
章中に被告登録商標と類似のものが多数存在するとはいえないことから、被告登録
商標は、自他識別機能を有しており、ありふれたものではない。
    (4)ア　請求原因(4)（原告標章の構成等）は争う。
      イ　原告製品は、「ＳＵＰＥＲ」という文字の下に、内容物の色を特定する
ために「クリアー」又は「オレンジ」と横書きされており、また、原告表示の下に
容量の表示があり、色及び容量の違いにより、全部で４種類ある。
          原告製品に記載された文字は、アルファベット、漢字、ひらがな、かた
かなであり、通常のゴシック体を反転、斜字などとしたにすぎず、特別デザイン化
されたものではない。また、原告製品の表示のうち、家と思われるデザイン上に塗
布用刷毛を用いてＳ字形の塗布軌跡が描かれ、その左上の部分に逆三角形の黒地に
白抜きで「塗布用」と記載されている部分は、「家に対してこの商品を塗布しなさ
い」という使用法を描画及び文字により説明しているものである。そうであるとす
ると、原告製品の表示のうち、原告表示以外の部分は、商品の品質、効能、用途、
数量、使用の方法、製造者名を普通に用いられる方法で表示しているにすぎない。
          原告製品が４種類存在すること、及び原告製品の表示のうち原告表示以
外の部分が商品の品質、効能、用途、数量、使用の方法、製造者名を普通に用いら
れる方法で表示していることを考えると、原告表示が原告標章の一部として全体中
に埋没しているという原告の主張は失当である。商標は、通常、商品の品質、効
能、用途、数量、使用の方法、製造販売者名などを示す文字又は描画と併記されて
いるから、原告表示が原告標章の一部として全体中に埋没しているというのであれ
ば、多くの著名な登録商標が全体中に埋没していることとなる。
          原告製品の表示のうち被告登録商標と対比されるべき部分は、原告表示
の部分である。
    (5)ア　請求原因(5)（原告標章と被告登録商標との対比）は争う。
      イ　被告登録商標と原告表示を対比すると、次のとおりとなる。（以下の番
号は、別紙商標等説明図の番号を指す。括弧内の「被」の後に記載された番号は、



同別紙の被告登録商標の番号を指し、「原」の後に記載された番号は、同別紙の原
告表示の番号を指す。）
        (ア)　被告登録商標及び原告表示は、標識部（被５０・原１０）と、蟻、
白蟻又はその他の虫を擬人化した虫部（被告６０・原告２０）とから構成されてい
る。被告登録商標及び原告表示が白蟻駆除用の薬剤の商標として使用される場合に
は、需要者は、描かれた虫の肌が白又は白に近い色で描かれていれば、白蟻である
ことを連想する。
        (イ)　被告登録商標の標識部５０と原告表示の標識部１０とは、モノクロ
かカラーか、線状の外リング５１ａの有無の相違はあるものの、時と所を異にした
離隔的観察によれば、需要者にとっては、実質的にはほとんど同じ「禁止マーク」
として認識される。
        (ウ)　被告登録商標及び原告表示の外観について検討する。
          ａ　被告登録商標の虫部６０は、濃色（黒色）のリング部５１内の白色
からなる空間Ｓに、白色からなる虫部６０が濃色（黒色）の線で描かれた構成とさ
れている。原告表示の虫部２０は、赤色からなるリング部１１内の淡い黄色（缶の
地色）からなる空間Ｓに、白色からなる虫部２０が赤色の線で描かれた構成とされ
ている。したがって、色に関連して、両者は、虫部６０、２０の描かれている空間
Ｓの色が白色か淡い黄色かの点で異なり、また虫部６０、２０の輪郭線の色が濃色
（黒色）か赤色かの点で異なる。その一方、両者を色調で比較すると、空間Ｓに淡
いトーンをもつ原告表示は、商標全体として三つのトーンをもつのに対し、空間Ｓ
に淡いトーンをもたない被告登録商標は、商標全体として二つのトーンしかもたな
いが、原告表示の空間Ｓは淡い色であるから、原告表示は実質的に被告登録商標と
色調があまり変らない。
          ｂ　被告登録商標及び原告表示の虫部（被６０・原２０）に描かれてい
る描画要素は、頭部（顔部）（被６１・原２１）、胴部（被６２・原２２）、足部
（被６３・原２３）とからなる。
          ｃ　被告登録商標及び原告表示の虫部（被６０・原２０）は、いずれも
その姿勢が少し傾いて描かれている。
          ｄ　被告登録商標及び原告表示の虫部（被告６０・原２０）の頭部（被
６１・原２１）には、その描画要素として、触覚（被６１１・原２１１）、眉又は
まぶた（被６１２・原２１２）、目（被６１３・原２１３）、口（被６１４・原２
１４）、牙（被６１５・原２１５）、下顎（被６１６・原２１６）が描かれてい
る。これらの要素は、その種類や数等が何ら一致する必要がないにもかかわらず、
一致している。
          ｅ　被告登録商標の頭部６１は、その全体がどちらかというと丸い形状
に描かれ、頭部６１の頂上部には凹みが形成されていないのに対し、原告表示の頭
部２１は、その全体が丸みをもったおむすび形状に描かれ、頭部２１の頂上部がや
や凹んだ状態に描かれているが、虫の頭ないし顔としてのイメージは両者において
共通する。
          ｆ　原告表示の頭部２１に描かれている触覚２１１は、被告登録商標の
頭部６１に描かれている触角６１１と比べて、長く垂れ下がっており、その節２１
１ａが後者の節６１１ａよりも不明瞭に描かれている。しかし、一対の触覚が頭部
において左右対称に描かれ、その先端部がカーブを描いて垂れた状態に描かれ、ま
た触覚に複数本の節が描かれている点で、描画態様は同じである。
          ｇ　原告表示の眉又はまぶた２１２は、被告登録商標の眉又はまぶた６
１２と比べて、後者にない丸い輪郭線を有する点で異なるが、下がり眉又はまぶた
に描かれている点で描画態様が同じである。
          ｈ　原告表示の目２１３は、被告登録商標の目６１３と比べて、後者が
黒塗りで描かれているのに対し、前者がそうでない点で異なるが、目の上部が眉又
はまぶたによって被われた状態に描かれている点で描画態様が似ている。
          ｉ　被告登録商標及び原告表示の頭部（被６１・原２１）には、鼻と思
われる描画要素は特に描かれていない。
          ｊ　被告登録商標及び原告表示の頭部（被６１・原２１）の口（被６１
４・原２１４）は、波状の線によって描かれており、その波状の線の具体的な湾曲
の仕方が、そっくりである。
          ｋ　原告表示の頭部２１の牙２１５は、被告登録商標の頭部６１の牙６
１５と比べて、前者が後者より少し小さく、湾曲していない点において異なるが、
必須の描画要素でないにもかかわらず描かれており、口の両側から下向きに描かれ



ている点において、描画態様が似ている。
          ｌ　被告登録商標及び原告表示の頭部（被６１・原２１）の下顎（被６
１６・原２１６）は円弧状に描かれている。
          ｍ　被告登録商標の胴部６２は、原告表示の胴部２２と比べると、前者
の上部が少し細くなっている点、横筋の数が異なる点で相違するが、全体の輪郭形
状が卵形に描かれており、複数本の横筋が描かれている点が同じである。
          ｎ　被告登録商標の足部６３は、原告表示の足部２３と比べると、後者
の一部の先端が指のついた手先２３ｂのような形状に描画されている点等で異なる
が、いずれも漫画的に湾曲して描かれている描画態様や、単純に描かれた足先の描
画態様が似ており、特に両者とも足部を標識部の前面側へ出そうとして標識部に掛
けている構図となっている点において似ている。
          ｏ　被告登録商標と原告表示の外観は、以上に述べたとおり、多くの点
で似ており、その相違点は、需要者が時と場所を異にして見る場合には、いずれも
消滅又は極小化する。
        (エ)　被告登録商標及び原告表示がシロアリ駆除剤について使用される場
合は、いずれも「シロアリを防除するための薬品」という同一の観念を生じさせる
ものであり、シロアリが死にかけている、困っている、焦っている、観念してい
る、標識から逃れ出ようとしているという末節における相違にとらわれるべきでな
い。
        (オ)　被告登録商標及び原告表示は、いずれも「シロアリ禁止マーク」と
いう称呼を生じる。
        (カ)　以上のとおり、被告登録商標と原告表示は、外観、観念、称呼にお
いて同一又は類似であり、同一又は類似の商品に使用する場合には、需要者にとっ
て、出所の混同を生じるほどに紛らわしいから、類似している。
    (6)　請求原因(6)（告知行為等）の事実は認める。
        請求原因(6)の告知行為等は、被告が被告商標権に基づいて行った合法的行
為である。
    (7)ア　請求原因(7)（不正競争）は争う。
      イ　原告標章は被告登録商標に類似しているから、被告が原告の取引先であ
る小売店数社に対してその法的権利の範囲内で行った通知には、全く違法性がな
い。被告は原告と営業上遭遇したことはなく、原告の営業上の信用を毀損する意図
はなく、その必要もない。
    (8)　請求原因(8)（故意過失）は争う。
    (9)ア　請求原因(9)（損害）は争う。
      イ　原告の主張する損害とは、元々あってはならない不正利益の一部を失っ
ただけであり、被告にその責任はない。
          原告がマスキング処理だけしたのか、その後パッケージデザインを変更
したのか不明確である。被告は、原告に対してマスキング処理やパッケージデザイ
ンの変更を要請するなどしていない。原告が被告商標権を侵害していないと信じる
のであれば、マスキング処理やデザイン変更をする必要はない。また、原告製品
は、社団法人日本しろあり対策協会がそのような認定を行っていないにもかかわら
ず、「シロアリ対策協会認定基準適合品」という不当な表示を行っていたものであ
り、マスキング処理はそのような不当な表示をもマスキングするものであった。し
たがって、原告は、マスキング処理の費用を被告に請求することはできない。
          原告が被告商標権を侵害していないという十分な根拠があり、知識の豊
富な原告の従業員が顧客に説明を行うのであれば、顧客が仕入れを控えることはな
いはずであり、不都合な部分のマスキング処理をしたりパッケージデザインを変更
したことにより顧客に動揺が見られたのは当然である。
          原告主張の請求額を裏付ける客観的証拠はなく、原告には損害を請求す
る根拠はない。
（第２事件）
  １　請求原因
    (1)　商標権
        被告は、被告商標権を有する。
    (2)　標章の使用
        原告は、平成９年４月以降、平成１６年４月終わりごろまで、原告表示を
付した原告製品を製造し、販売し若しくはその販売の申出をしていた。
    (3)　指定商品



        原告製品はシロアリ防除剤であり、被告登録商標の指定商品である薬剤に
属する。
    (4)　商標の類否
        原告表示は被告登録商標と類似する。
    (5)　商標権侵害
        原告が原告表示を付した原告製品を販売することは、被告商標権を侵害す
る。
    (6)　代表取締役の責任
        第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、同Ｐ３は、原告の代表取締役であり、商標権
侵害について原告とともに損害賠償責任を負う。
    (7)　損害
        原告が原告製品の販売によって得る利益は、１年当たり３７５０万円であ
り、これまでに原告製品の販売によって得た利益は、次のとおり合計２億２８１２
万５０００円であって、商標法３８条２項により、この金額が、被告が受けた損害
の額と推定される。
      平成１０年３月２０日から平成１１年４月末日まで　４０６２万５０００円
　　　平成１１年５月１日から平成１２年４月末日まで　　３７５０万円
      平成１２年５月１日から平成１３年４月末日まで　　３７５０万円
      平成１３年５月１日から平成１４年４月末日まで　　３７５０万円
      平成１４年５月１日から平成１５年４月末日まで　　３７５０万円
      平成１５年５月１日から平成１６年４月末日まで　　３７５０万円
                                            合計　２億２８１２万５０００円
    (8)　結論
        よって、被告は、原告に対し、被告商標権侵害による損害賠償として、　
連帯して２億２８１２万５０００円、及びうち４０６２万５０００円に対する不法
行為の後である平成１１年５月１日から、うち３７５０万円に対する不法行為の後
である平成１２年５月１日から、うち３７５０万円に対する不法行為の後である平
成１３年５月１日から、うち３７５０万円に対する不法行為の後である平成１４年
５月１日から、うち３７５０万円に対する不法行為の後である平成１５年５月１日
から、うち３７５０万円に対する不法行為の後である平成１６年５月１日から各支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  ２　請求原因に対する認否
    (1)　請求原因(1)（商標権）は認める。
    (2)　請求原因(2)（標章の使用）の事実のうち、原告が、平成９年４月以降、
平成１６年４月終わりごろまで、原告製品を製造し、販売し若しくはその販売の申
出をしていたことは認め、その余は否認する。
        原告製品の表示のうち、自他識別機能を生じる部分は原告標章であり、原
告表示は原告標章の一部として全体中に埋没している。
    (3)　請求原因(3)（指定商品）は認める。
    (4)　請求原因(4)（商標の類否）は争う。
    (5)　請求原因(5)（商標権侵害）は争う。
    (6)　請求原因(6)（代表取締役の責任）のうち、第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、
同Ｐ３が原告の代表取締役であることは認め、その余は争う。
    (7)　請求原因(7)（損害）は争う。
　                      理　　　　　　　由
第１　第１事件について
  １　請求原因(1)（商標権）は、当事者間に争いがない。
  ２　請求原因(2)（標章の使用）の事実のうち、原告が、原告標章を付した原告製
品を製造し、販売し又はその販売の申出をしていることは、当事者間に争いがな
い。
      甲第２０号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成９年４月以降、原告
標章を付した原告製品を製造し、販売し又はその販売の申出をしていることが認め
られる。
  ３　請求原因(3)（被告登録商標の構成等）について検討する。
    (1)　甲第１号証及び弁論の全趣旨によれば、被告登録商標の構成は、次のとお
り認められる。
      ア　全体の構成
          被告登録商標は、禁止標識図と虫の図を重ね合わせ、禁止標識図の斜線



が虫の上に被せられるような表示とされている。
      イ　具体的表現
        (ア)　虫の顔
          ａ　頭は全体が丸型である。
          ｂ　目は縦長の楕円形で黒く塗りつぶされており、左右の目の上方外側
に、左右の八の字型の眉がそれぞれ目に接するように配されている。
          ｃ　触覚は、頭の上の左右から外方に斜め上に向けて伸び、横線が入っ
ている。
          ｄ　顔の上下の中心付近に、顔を上下に分ける波線が描かれており、波
線の左右から下に向かって牙が描かれている。牙は、下方に近付くにつれて細くな
り、下方の先端が尖っており、内側に向けて若干湾曲した形状に描かれている。
        (イ)　虫の手足
            ６本の足が描かれているが、ほぼ足先まで見えるように描かれている
のは、そのうち４本である。この４本の足は、いずれも細長く、Ｕ字型に湾曲して
描かれており、そのうち下方の２本の足の足先は禁止標識図の円環の外にはみ出し
ており、向かって右側の足の足先には、湾曲した短い曲線が２本描かれており、足
が動いていることを示唆している。
        (ウ)　虫の胴体
            虫の胴体は、上方が細く下方が太い、楕円形に近い形で、４本の横方
向の曲線が間隔を広くとって描かれている。
    (2)　原告は、被告登録商標が商標法３条１項３号又は５号に該当し、また、同
法２６条１項２号が適用される旨主張するから、この点について検討する。
        甲第２号証、第４号証の１ないし２２によれば、禁止標識図と図形、それ
も虫などの動物を意味する図形を組み合わせ、図形に象徴される物や行為を禁止
し、忌避し、又は防除する意味を表すことは、広く慣用されているものと認められ
る。他方、甲第３号証の１ないし９によれば、禁止標識図と様々に擬人化等された
虫の図形を組み合わせた図形について商標登録されているものがあることが認めら
れる。これらの認定事実からすると、禁止標識図と虫を意味するありふれた図形を
組み合わせただけの標章であれば、自他識別機能が生じないであろうが、禁止標識
図と組み合わせられる虫の図形に独特な特徴があり、当該図形に自他識別機能が認
められるような場合には、これと禁止標識図とを組み合わせた図形にも自他識別機
能が認められるものというべきである。
        被告登録商標のうち、禁止標識図と組み合わせられた虫の図は、前記(1)イ
認定の構成を有しており、独特な特徴を備え、自他識別機能を有すると認められる
から、このような虫の図と禁止標識図を組み合わせた被告登録商標にも自他識別機
能が備えられているというべきである。
        したがって、被告登録商標は、商品の効能、用途等を普通に用いられる方
法で表示する標章のみからなる商標、又は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章の
みからなる商標には該当しないというべきであり、商標法３条１項３号又は５号に
は該当せず、また、同法２６条１項２号の適用もないというべきである。
  ４　請求原因(4)（原告標章の構成等）について検討する。
    (1)　乙第１０号証の１、２、第２６号証の１ないし４、検甲第１号証及び弁論
の全趣旨によれば、原告標章の構成は、次のとおり認められる。
      ア　左方の５本の縦線の上にアルファベットで「ＳＵＰＥＲ」の文字が縦書
きされている。
      イ　「ＳＵＰＥＲ」の文字の下の枠の中に横書きで、「クリアー」又は「オ
レンジ」と記載されている。
      ウ　「ＳＵＰＥＲ」の文字の右側の上方に横長六角形の図形があり、その上
半分に「大阪ガスケミカル」、「木材の防蟻・防虫・防腐剤」と赤字で横書きさ
れ、その下半分の赤色の下地に白色の文字で「シロアリ、クサレ、カビに抜群の効
果」と横書きされている。
      エ　上記の横長六角形の図形の下に、黒線で縁取りされた白抜きの大きな文
字で、「スーパー」、「シロアリ退治」という文字が、各々右端をそろえて２段に
併記されている。
      オ　その下に、赤色の家の図形内に刷毛で「Ｓ」の字を白抜きの塗布軌跡と
して表し、家の図形内の右下に「Ｓ」の字と一部重ね合わせて、原告表示が配され
ている。
      カ　家の図形の左上方には、黒色の逆三角形の中に「塗布用」という文字が



白抜きで記載されており、家の図形の右上方には、底辺が短い平たい台形の中に、
赤字で「低臭タイプ」と記載されている。
      キ　家の図形の右下方で原告表示の下に当たる部分に、白抜きの文字で「４
ｌ」又は「１５ｌ」と容量が記載されている。
      ク　家の図形の右下に、「大阪ガスケミカル株式会社」と黒色の文字で横書
きされている。
    (2)　乙第１０号証の１、２、検甲第１号証及び弁論の全趣旨によれば、原告表
示の構成は、次のとおり認められる。
      ア　全体の構成
          原告表示は、禁止標識図と虫の図を重ね合わせ、禁止標識図の斜線が虫
の上に被せられるような表示とされている。
      イ　具体的表現
        (ア)　虫の顔
          ａ　頭は全体が逆三角形型で、上部中央が若干凹んでいる。
          ｂ　目は、横方向に若干長い楕円形で、目全体の上半分をまぶたが塞ぐ
半眼状態で、まぶたの下に白抜きで目玉が記載されている。
          ｃ　触覚は、頭の上部中央の凹みの左右から外方に斜め上に向けて伸
び、Ｕ字型を描き、左右の触覚の先は、頭の下の方まで垂れ下がっている。
          ｄ　顔の上下の下から約３分の１の位置付近に、顔を上下に分ける波線
が描かれており、波線の左右から下に向かって短い牙が描かれている。牙は、下方
に近付くにつれて細くなり、下方の先端が尖っている。
        (イ)　虫の手足
            ６本の足が、ほぼ足先まで見えるように描かれている。一番上の左右
の足先は、手袋のようになっており、手であることが示されており、下の４本の足
の足先は、足袋のように描かれている。足はいずれも若干曲がっているが、禁止標
識図の円環に足先を置くように描かれている。
        (ウ)　虫の胴体
            虫の胴体は、下方が細い楕円形に近い形で、７本の横方向の線が間隔
を狭くして描かれている。
    (3)　被告登録商標との類否を検討するに当たり、被告登録商標と対比されるべ
き部分が原告標章か原告表示かについて検討する。
      ア　被告登録商標は、図形のみからなる商標であるから、原告製品の表示の
自他識別機能を生じる部分について、図形と文字が強く結び付いて不可分一体のも
のと認められるような場合でない限り、自他識別機能を生じる図形の部分をもっ
て、被告登録商標と対比するのが相当というべきである。
      イ　原告標章の構成は前記(1)のとおりであり、「大阪ガスケミカル」、「大
阪ガスケミカル株式会社」の文字は製造者を表し、「木材の防蟻・防虫・防腐剤」
の文字は商品の内容を表し、「シロアリ、クサレ、カビに抜群の効果」の文字は商
品の効果を表し、「クリアー」又は「オレンジ」の文字は商品の色を表し、「塗布
用」の文字は商品の用途を表し、「低臭タイプ」の文字は商品の性質を表し、「４
ｌ」、「１５ｌ」の文字は容量を表しており、これらの記載は、その内容及び表示
の態様からして、自他識別機能を生ずるものではない。また、これらの記載は、そ
の表示の態様からして、原告標章の図形部分と不可分一体であるとは認められな
い。
          「スーパー」、「シロアリ退治」の文字は原告製品の商品名を表し、
「ＳＵＰＥＲ」の文字は商品名の一部を表し、これらは、文字によって自他識別機
能を生じ得る部分であるが、その表示の態様からして、これらの商品名の表示が、
原告標章の図形部分と不可分一体であるとは認められない。
          したがって、原告標章のうち図形の部分をもって、被告登録商標との類
否を検討するのが相当である。
      ウ　ところで、原告標章の図形部分のうち、家の図形、刷毛の図形、白抜き
の塗布軌跡の図形は、いずれも単純化されて描かれており、このうち特に家の図
形、刷毛の図形は、ありふれた表現の域を出ないものであると認められる。これに
対し、原告表示は、白い円に囲まれ、その他の図形部分と区別されて描かれている
上、虫の図は、擬人化、漫画化され、その他の図形部分に比べて細かなところまで
具体的に描かれていることから、原告表示は、原告製品に描かれた図形部分のうち
で最も看者の目を引き、要部をなすものと認められ、また、その故に、自他識別機
能を生じる部分であると認められる。このように、原告表示は、原告製品の表示の



図形部分の要部をなし、自他識別機能を生じる部分であると認められるから、被告
登録商標との類否を検討するに当たって被告登録商標と対比されるべき部分は、原
告表示と解するのが相当である。
  ５　請求原因(5)（原告標章と被告登録商標との対比）について検討する。
    (1)　前記４(3)ウのとおり、被告登録商標との類否を検討するに当たって被告
登録商標と対比されるべき部分は、原告表示と解するのが相当であるから、被告登
録商標と原告表示の類否について検討する。
    (2)ア　被告登録商標の構成は前記３(1)認定のとおりであり、原告表示の構成
は前記４(2)認定のとおりである。
      イ　被告登録商標と原告表示は、全体の構成において、禁止標識図と擬人化
された虫の図を重ね合わせ、禁止標識図の斜線が虫の上に被せられるような表示と
されている点で共通する。しかし、前記３(2)認定のとおり、禁止標識図と虫などの
動物を意味する図形を組み合わせ、図形に象徴される物や行為を禁止し、忌避し、
又は防除する意味を表すことは、広く慣用されている。また、甲第３号証の１ない
し５、７ないし９、第４号証の３、６ないし８、１８、１９、２２によれば、禁止
標識図に組み合わせる虫を意味する図形について、虫を擬人化した表現とすること
もよく行われており、様々に擬人化された虫と禁止標識図を組み合わせた標章が、
様々な業者により使用されたり商標登録されたりしていることが認められる。した
がって、上記の点において共通するとしても、そのことのみをもって、被告登録商
標と原告表示が類似するとはいえない。
      ウ　そこで、被告登録商標と原告表示について、禁止標識図と組み合わせら
れた虫の図の外観を対比する。
        (ア)　被告登録商標と原告表示において、禁止標識図と組み合わせられた
虫の図は、いずれも擬人化された虫の図であるから、その顔の表情及び動作の様子
が看者の注意を引くものと認められ、したがって、その顔の態様、及び動作の様子
を示す手足の態様が、看者の注意を引く要部に当たると認められる。
        (イ)　虫の顔について対比すると、次のとおりである。
          ａ　被告登録商標は、頭は全体が丸型であるのに対し、原告表示は、頭
は全体が逆三角形型で、上部中央が若干凹んでいる。
          ｂ　被告登録商標は、目が縦長の楕円形で黒く塗りつぶされており、左
右の目の上方外側に、左右の八の字型の眉がそれぞれ目に接するように配されてい
るのに対し、原告表示は、目が横方向に若干長い楕円形で、目全体の上半分をまぶ
たが塞ぐ半眼状態で、まぶたの下に白抜きで目玉が記載されている。
        (ウ)　虫の手足について対比すると、次のとおりである。
            被告登録商標は、ほぼ足先まで見えるように描かれている４本の足は
いずれも細長く、Ｕ字型に湾曲して描かれており、そのうち下方の２本の足の足先
は禁止標識図の円環の外にはみ出しており、向かって右側の足の足先には、湾曲し
た短い曲線が２本描かれており、足が動いていることを示唆している。これに対
し、原告表示は、６本の足はいずれも若干曲がっているが、禁止標識図の円環に足
先を置くように描かれている。
        (エ)　前記(イ)のとおり頭全体の形及び目が異なることにより、被告登録
商標と原告表示は、虫の図の顔の印象が大きく異なっている。また、前記(ウ)のと
おり手足の態様に違いがあることから、被告登録商標の虫の図は、円環から逃れ出
ようとする動的な印象を与えるのに対し、原告表示の虫の図は、円環に寄りかかる
ように静的な印象を与え、動作の様子が大きく異なる。
            このような外観の違いがあることからすると、被告登録商標の虫の図
と原告表示の虫の図は類似しないというべきであり、被告登録商標と原告表示は、
禁止標識図と虫の図からなるその全体においても類似しないというべきである。
        (オ)　被告は、虫部に頭部、胴部、足部が描かれている点、その頭部に触
覚、眉又はまぶた、目、口、牙が描かれている点が一致していることをもって、被
告登録商標と原告表示が類似することの根拠と主張する。しかし、甲第３号証の１
ないし９、第２０号証（別紙２）、乙第１６号証の３、６、７、１２、１９によれ
ば、実際のシロアリには頭部、胴部、足部が存在し、その頭部には触覚、目、口、
牙が存在すること、シロアリその他の虫の図として頭部、胴部、足部が描かれ、そ
の頭部に触覚、眉又はまぶた、目、口、牙が描かれることが少なくないことが認め
られるから、上記の一致点があることによって、被告登録商標と原告表示が類似す
るとはいえない。
            また、被告登録商標と原告表示の虫の図は、顔に、顔を上下に分ける



波線が描かれ、波線の左右から下に向かって牙が描かれており、牙は、下方に近付
くにつれて細くなり、下方の先端が尖っている点が共通する。しかし、牙が、下方
に近付くにつれて細くなり、下方の先端が尖っている点は、牙として通常の形態で
あるし、被告登録商標と原告表示では、顔を上下に分ける波線の位置、牙の長さが
異なる。さらに、前記(イ)の頭全体の形及び目の違いによってもたらされる印象の
相違は非常に大きく、波線及び牙が存在することから生じる印象の共通性をはるか
に凌ぐものというべきである。
    (3)ア　以上によれば、前記(2)ウ(エ)のとおり、被告登録商標と原告表示は類
似しない。なお、原告標章は、原告表示をその一部に含むものであり、原告表示が
被告登録商標と類似しないことから、原告標章全体も被告登録商標と類似しない。
      イ　したがって、原告表示（又は原告標章）を付した原告製品の譲渡（販売
を含む。）、引渡し、譲渡若しくは引渡しのための展示は、被告商標権を侵害しな
いというべきである。また、原告製品の広告に原告表示（又は原告標章）を付して
展示し若しくは頒布することは被告商標権を侵害しないというべきであり、弁論の
全趣旨によれば、原告製品の広告は、原告表示（又は原告標章）を付した広告媒体
を展示し若しくは頒布して行われるものと推認されるから、原告製品の広告を行う
ことも、被告商標権を侵害しないというべきである。
  ６　請求原因(6)（告知行為等）の事実は、当事者間に争いがない。
  ７　請求原因(7)（不正競争）について検討する。
    (1)　弁論の全趣旨によれば、原告は、シロアリ防除剤の製造販売を業としてい
ることが認められ、乙第３号証の１ないし９、第４号証の１ないし８、第５、第６
号証、第７及び第８号証の各１、２、第１７、第１８号証、第３７号証並びに弁論
の全趣旨によれば、被告もシロアリ防除剤の製造販売を業としていることが認めら
れ、原告と被告は競争関係にあることが認められる。
    (2)　前記５(3)アのとおり、原告表示（又は原告標章）は被告登録商標に類似
せず、前記５(3)イのとおり、原告表示（又は原告標章）を付した原告製品の販売は
被告商標権を侵害しない。したがって、原告製品の販売が被告商標権を侵害すると
いうことは、虚偽の事実に該当する。そして、弁論の全趣旨によれば、このような
虚偽の事実は、原告の営業上の信用を害するものと認められる。
    (3)　そうであるとすると、被告が、原告製品の納品先である小売店に対して、
前記第１事件の請求原因(6)ウ（前記６のとおり、当事者間に争いがない。）のとお
り、文書を送付して、原告製品の販売が被告商標権を侵害している旨述べること
は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布す
る行為として、不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争に該当するというべ
きである。そして、弁論の全趣旨によれば、被告の不正競争によって、原告の営業
上の利益が侵害されたものと認められる。
    (4)　被告は、前記第１事件の請求原因(6)ウのとおり、平成１６年４月２８日
以降、原告製品の納品先である小売店に対し、文書を送付し、原告製品の販売が被
告商標権を侵害している旨述べるとともに、原告製品の店頭からの撤去を求め、各
小売店にも損害賠償請求に及ぶ旨示唆したものであるから、今後、原告製品の譲
渡、引渡し、譲渡若しくは引渡しのための展示、並びに広告が被告商標権を侵害す
るとの事実を告知、流布するおそれがあるものと認められる。
  ８　請求原因(8)（故意過失）について検討する。
      前記第１事件の請求原因(6)イ（前記６のとおり、当事者間に争いがない。）
のとおり、原告は、被告に対し、平成１６年４月２８日、同日付け回答書を、ファ
ックスするとともに、内容証明郵便をもって送付し、同内容証明郵便は、同月３０
日、被告に到達し、原告は、同回答書において、原告標章の使用は被告商標権を侵
害しない旨回答した。しかし、被告は、前記第１事件の請求原因(6)ウのとおり、同
月２８日以降、不正競争に該当する行為に及んだものである。このような事実に鑑
みると、被告には、不正競争を行うにつき、故意又は少なくとも過失があったもの
と認められる。
  ９　請求原因(9)（損害）について検討する。
    (1)ア　商品対策費用について
          前記第１事件の請求原因(6)イのとおり、原告は、被告が不正競争に該当
する行為を行う以前に、平成１６年４月２８日付け回答書において、原告表示の部
分をマスキングする旨、被告に通知していたものである。この事実に照らすと、マ
スキング処理及びパッケージデザインの変更は、被告が不正競争に該当する行為を
行うか否かにかかわらず、原告表示（又は原告標章）と被告商標権をめぐる紛争を



避けるために原告が採った措置であると認められ、それらの費用の支出は、被告の
不正競争と相当因果関係にある損害とは認められない。
      イ　売上の減少について
          原告は、原告製品の平成１６年５月、６月の売上の減少を損害であると
主張し、甲第１５号証によれば、原告製品について、平成１０年ないし平成１５年
の６年間の出荷実績をもとに、平成１６年５月、６月の売上の減少が算出されたこ
とが認められる。しかし、これらの売上の減少が被告の不正競争と相当因果関係に
あると認めるに足りる証拠はないから、この売上の減少をもって損害と認めること
はできない。
      ウ　本件の対応に要した従業員等の人件費について
        (ア)　甲第１５号証及び弁論の全趣旨によれば、原告が、被告による不正
競争に対処するために、従業員等をして、被告から文書の送付を受けた小売店を訪
問して事情説明を行うなどの対応をさせたことが認められる。
            ところで、甲第１５号証においては、平成１６年４月１４日から同年
５月１９日までの間に、少なくとも４名の従業員等が本件の対応のために少なくと
も３７３時間を費やした旨記載されている。しかし、前記第１事件の請求原因(6)ウ
のとおり、被告が不正競争を行ったのは平成１６年４月２８日以降であるから、同
日以降の対応に必要であった時間が算定の基礎とされるべきである。また、原告の
従業員等が小売店に対して事情説明を行う場合、本件に直接関係する事柄以外にも
言及することが考えられるから、上記時間数のうち実際に本件の対応に必要であっ
た時間数が占める割合をも考慮する必要がある。そうであるとすると、被告の不正
競争の対応に要した時間数は、上記３７３時間の約４割に当たる１５０時間と認め
るのが相当である。
        (イ)　甲第１５号証によれば、本件の対応に当たった原告の従業員等の平
均時間単価は１時間当たり６５８２円であることが認められるから、被告の不正競
争と相当因果関係にある損害としての原告の従業員等の人件費は、これに上記１５
０時間を乗じた９８万７３００円であると認められる。
      エ　商標調査、弁護士、弁理士手数料について
        (ア)　甲第１５号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、商標調査費用と
して３万３０７５円、訴訟代理人、補佐人に対する着手金として第１事件につき２
１０万円、第２事件につき１０５万円を支出したことが認められる。
        (イ)　商標調査費用は、被告が原告製品の納品先に虚偽の事実を告知、流
布するという不正競争に該当する行為を行うと否とにかかわらず、原告表示（又は
原告標章）と被告商標権をめぐる紛争を解決するために原告が支出しなければなら
なかった費用であると認められるから、その支出は、被告による不正競争と相当因
果関係にある損害とは認められない。
            本件の事案の内容、審理の経過等諸般の事情に鑑みると、第１事件の
着手金２１０万円の２割に当たる４２万円をもって、被告の不正競争と相当因果関
係にある損害と認めるのが相当である。
    (2)　前記第１事件の請求原因(6)イのとおり、原告は、被告に対し、平成１６
年４月２８日付け回答書を送付し、原告標章の使用は被告商標権を侵害しない旨回
答するとともに、原告標章中の原告表示の部分をマスキングする旨通知したが、被
告は、前記第１事件の請求原因(6)ウのとおり、同日以降、原告製品が納品されてい
る小売店６店に対し、文書を送付し、原告製品の販売が被告商標権を侵害している
旨述べるとともに、原告製品の店頭からの撤去を求め、各小売店にも損害賠償請求
に及ぶ旨示唆したものであり、これらの小売店の所在地は、兵庫県、三重県、大阪
市、和歌山県という比較的広範囲に及んでいたものである。このような被告による
不正競争の経緯に鑑みると、原告は、被告の不正競争によりその信用を毀損された
ものと認められ、その損害を金銭に換算すると、１８０万円と認めるのが相当であ
る。
    (3)　以上によれば、被告の不正競争による損害の合計額は、前記(1)ウ(イ)の
９８万７３００円、前記(1)エ(イ)の４２万円、前記(2)の１８０万円の合計３２０
万７３００円である。
  10　よって、原告は、被告に対し、不正競争防止法２条１項１４号、３条１項に
基づき、原告が製造する原告製品の譲渡、引渡し、譲渡若しくは引渡しのための展
示、並びに広告が被告商標権を侵害するとの事実を告知、流布することの差止めを
求めることができ、同法４条に基づき、不正競争による損害賠償として３２０万７
３００円及びこれに対する不正競争の後である平成１６年５月２６日（第１事件訴



状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の
支払を求めることができるというべきである。
第２　第２事件について
  １　請求原因(1)（商標権）は、当事者間に争いがない。
      請求原因(2)（標章の使用）の事実のうち、原告が、平成９年４月以降、平成
１６年４月終わりごろまで、原告製品を製造し、販売し若しくはその販売の申出を
していたことは、当事者間に争いがない。
      請求原因(3)（指定商品）は当事者間に争いがない。
      請求原因(6)（代表取締役の責任）のうち、第２事件被告Ｐ１、同Ｐ２、同Ｐ
３が原告の代表取締役であることは、当事者間に争いがない。
  ２　前記第１（第１事件について）５(3)アのとおり、原告表示（又は原告標章）
は被告登録商標に類似せず、前記第１、５(3)イのとおり、原告表示（又は原告標
章）を付した原告製品の販売は被告商標権を侵害しない。
      したがって、被告商標権の侵害を理由とする被告の請求はいずれも理由がな
い。
第３　結論
      よって、原告の請求は、主文第１、第２項の限度で認容し、その余は理由が
ないから棄却し、被告の請求は、いずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担
につき民事訴訟法６１条、６４条を、仮執行宣言につき同法２５９条１項をそれぞ
れ適用して、主文のとおり判決する。

  　大阪地方裁判所第２１民事部

　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　山　　田　　知　　司
　
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　中　　平　　　　　健

　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　大　　濱　　寿　　美

（別紙）
被告登録商標目録原告標章目録商標等説明図


